
日本補償コンサルタント協会と岩手県大槌町による 

用地補償事務に係る委託契約について 

 

 

○委託契約の概要 

 日本補償コンサルタント協会では、用地補償事務に係る人的支援の一環

として、８月１９日に岩手県大槌町との間で用地取得に係る委託契約を締

結。概要は下記のとおり。 

 

・契約者  日本補償コンサルタント協会 

・契約期間 平成２５年８月１９日～平成２６年３月２０日 

・業務内容 公共用地交渉資料作成、公共用地交渉 

          土地区画整理事業、防災集団移転促進事業、漁業集 

落防災機能強化事業 

・関係権利者数（予定） 

    (1) 土地所有者 ３８０名 

    (2) 建物等物件所有者 ２０名 

・契約金額 約４千９百万円 

 

○委託契約までの経緯 

  ・平成２５年５月２７日、新藤総務大臣が日本補償コンサルタント協会

吉田会長を訪問し、被災地方公共団体への人的支援を要請 

  ・新藤総務大臣からの要請を受け、日本補償コンサルタント協会で人的

支援について検討 

  ・平成２５年８月１９日、岩手県大槌町との間で用地取得に係る委託契

約を締結 

  ・今回の委託契約は、おおむね５～７名程度の人的支援に相当する効果

と認識 


